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（公財）いしかわ県民文化振興基金 中期目標 

（実施期間 令和３年度～令和７年度） 

令和３年３月 策定 

 

１ 団体の設立目的 

文化の担い手である県民の自主的・主体的な文化活動を支援し、もって本県の優れた

文化の更なる向上と裾野の拡大に寄与することを目的としています。 

 

２ 団体の果たすべき役割 

「文化の継承・発展」、「文化の担い手育成」、「文化情報の収集・発信」、「文化財等の

保護」、「県民の自発的な文化活動の促進」等を図るために必要な事業を実施することを

役割としています。 

 

３ 事業内容 

（１）文化の継承及び発展に関する事業 

県内各地において、伝統芸能やクラシック音楽、演劇、芸術等の様々な文化活動を

展開することにより、子どもや障害者を含む幅広い方々が、本県の優れた文化を鑑

賞・体験する機会を提供しています。 

また、石川県立音楽堂で公演を実施する団体や、国民文化祭に参加する団体に対し

て支援を行うことにより、県民の自発的な文化活動を推進しています。 

（２）文化の振興を担う人材の育成に関する事業 

伝統芸能を継承する人材の育成を図り、技能研鑽を奨励するため、「加賀宝生能」

や「金沢芸妓の舞」等の伝統芸能を一般の方々に披露する機会を提供しています。 

（３）文化情報の収集及び発信に関する事業 

   インターネットを活用し、県内の文化団体やイベント、施設、助成事業等に関する

情報を広く収集・発信しています。 

また、本県の多彩な伝統文化に関する図書・資料等を収集しており、新県立図書館

において公開する予定です。 

（４）文化財等の保護等への支援に関する事業 

県内の文化財等の保存・活用を促進するため、文化財等の修復に対する支援を行っ

ています。 

（５）県民の自発的な文化活動の支援に関する事業 

公募による助成を実施することにより、県民の自発的な文化活動を支援していま

す。 

 

 



2 

 

４ 現状と課題 

（１） 管理運営体制について 

・平成２６年４月１日付けで、公益財団法人に移行しています。 

・県のいしかわ文化振興条例の制定に合わせ、「石川県文化振興基金」から「いしかわ

県民文化振興基金」に改称しています。 

・県の文化施策の方向性を定める「いしかわ文化振興基本方針」に即した事業を展開

しています。 

 

（２）利用促進について 

・「オーケストラ鑑賞教室」、「児童演劇公演」、「観能の夕べ」等の公演を積極的に実

施することで入場者の増加に取り組んでおりますが、引き続き、多くの方々にご参

加いただけるよう、工夫を凝らしていく必要があります。 

・県民の自発的な文化活動を支援する「文化活動支援事業」については、これまでに

多くの文化団体に活用いただいておりますが、活用された団体にさらに満足してい

ただき、より多くの団体の制度活用につなげる必要があります。 

 

（３）団体運営の効率化について 

・各種事業がより効果を発揮できるよう、多様な参加者の募集につながるよう、広報

を工夫していく必要があります。 

 

５ 中期目標 

（１）中期目標 

① 芸術鑑賞推進事業の利用者数は現状の水準を維持するよう努めます。 

② 文化活動支援事業の利用者アンケートによる満足度を９０％以上に引き上げま

す。 

 

（２）測定指標と目標値 

測定指標 
基準値 

（H２９～Ｒ１平均） 

中間目標値 

（Ｒ５） 

最終目標値 

（Ｒ７） 

① 利用者数 

（芸術鑑賞推進事業） 
１２，８４５人 １２，８５０人 １２，８５０人 

② 利用者アンケートによ

る満足度 

（文化活動支援事業） 

８０％ ８５％以上 ９０％以上 
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６ 目標達成に向けた具体的な取組内容 

（１）利用促進に向けた取り組み 

・広く県民向けに公演する文化イベント、市町から参加を募る児童・生徒向け文化イ

ベントについては、県民、県内市町に広く周知し、参加を促します。 

 

（２）団体運営の効率化に向けた取り組み 

・ＳＮＳを活用した多様な広報に努め、参加者の増加を図ります。 

 

（３）利用者の満足度向上に向けた取り組み 

・申請書や実績報告書の作成を丁寧にサポートするとともに、利用者のニーズの把握

に努めます。 
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参考資料（団体の概要） 

 

１ 団体の基本的情報 

団体名 （公財）いしかわ県民文化振興基金 

所在地 金沢市鞍月１丁目１番地（県文化振興課内） 

設立年月日 平成２７年４月１日（名称変更） 

代表者 理事長 田中 新太郎 

県所管課 県民文化スポーツ部文化振興課 

設立に係る根拠

法令等 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 

団体の沿革 平成 ２年４月 法人設立 

平成２６年４月 公益財団法人に移行 

平成２７年４月 （公財）いしかわ県民文化振興基金に名称変更 

 

２ 出資者、出資額等 

出資者 出資額（千円） 比率（％） 

県 １２，０００，０００ １００．０ 

基本財産（資本金）計 １２，０００，０００ １００．０ 

 

３ 役職員の状況 

（単位：人） 

常勤役員 ０ 常勤職員 ０ 

 うち県ＯＢ ０  うち県ＯＢ ０ 

うち県派遣 ０ うち県派遣 ０ 

非常勤役員 ８ 非常勤職員 ２０ 

役員 計 ８ 職員 計 ２０ 

 

 


